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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電動装置に着脱可能に搭載されその駆動源となるバッテリを予め充電されたバッテリに交
換するバッテリステーションを備えた電動装置のバッテリ交換システムであって、
前記バッテリにそれぞれ取り付けられその充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、
残存電気量などの履歴データが書き込まれるＩＣチップと、
前記バッテリステーションに設けられバッテリから取得された履歴データをＩＣチップに
読み書きするデータ読書装置と、
前記データ読書装置を介して前記電動装置から取り外されたバッテリと交換されるバッテ
リとのそれぞれの履歴データに基づいて双方の価値指数差を判定する価値判定装置と、
前記価値指数差に基づいてバッテリ交換に伴う精算処理や受け払い処理を行なう受払処理
装置と、を有し、
前記価値指数差は、
新品バッテリの価値指数を１００％として設定して、これから減価償却した残りの価値を
以下の項目別に価値指数として数値化したものであることを特徴とする電動装置のバッテ
リ交換システム。
（１）バッテリ充電可能回数（最初を１００として、残り回数を％表示）
（２）使用年月日数（最初を１００として、残り日数を％表示）
（３）残存電気量（完全充電を１００として、残りを％表示）
（４）バッテリ履歴：バッテリの経時劣化があるため、製造年月日から使用可能期限まで
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の期間を１００％として、残り日数を％表示）
（５）充電料金：バッテリＢ（交換されるバッテリ）の充電に要する料金
（６）バッテリの廃棄処分料金：予め新品バッテリの段階で廃棄処分費用または買取金を
盛り込んだもの。
【請求項２】
前記電動装置が、電動自転車であって、
前記バッテリステーション又は前記バッテリには、
電動自転車から取り外されたバッテリの端子部に装着されてその残存電気量などの履歴デ
ータを取得するデータ取得装置が設けられていることを特徴とする請求項１記載の電動装
置のバッテリ交換システム。
【請求項３】
前記受払処理装置が、
電動装置から取り外されたバッテリＡが装入される使用済電池ボックスと、充電済のバッ
テリＢが収納される交換用電池ボックスとを備え、
前記交換用電池ボックスは、
内蔵するバッテリＢの取り出しを禁止するロック機構を有し、前記価値判定装置により判
定された各電池ボックスに収納されたバッテリＡとＢとの価値指数差に対応した手数料な
どを含む代金の納入によりバッテリＢのロック状態を解除することを特徴とする請求項１
又は２記載の電動装置のバッテリ交換システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動自転車（電動アシスト二輪車という場合がある）やハイブリッド車、携
帯電話などの電動装置に搭載されたバッテリの交換に際して、そのバッテリ情報に基づい
て精算などの受払処理を簡単適切に行なうことのできる電動装置のバッテリ交換システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電動自転車や電動自動車などの電動式車両は排出ガスの少ないことや、エネ
ルギ資源の多様化への対応性などの面において、ガソリンエンジンなどを搭載した車両に
比較して優位にある。このような電動式車両においては、搭載されたバッテリに対してそ
の充電を迅速に行う必要があり、ガソリンスタンドと同形態の充電スタンドを設置し、該
充電スタンドによりバッテリを充電するようにしたシステムが提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、充電情報及び電動車両の識別情報を通信回線を介して取得す
る管理装置を備え、充電スタンドには電動車両に取付けられた識別情報記録担体に記録さ
れている電動車両の識別情報を取得する情報取得手段と、充電用電力を供給する電力供給
手段と、前記管理装置と通信回線を介して情報を送受信する通信手段と、を備えた充電ス
タンド管理システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－６５６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の充電システムでは、高性能のバッテリチャージャを備えた充電ス
タンドであっても、そのバッテリへの充電に数分間以上を要するため、利用者にとって使
い勝手のよいものとはいえず、普及の妨げとなっていた。
　また、特許文献１に記載の技術は、ユーザの識別情報に基づいて充電の可否を判断する
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と共に、その充電量に応じた課金をユーザ毎に記録することによって充電処理を容易にす
るものと考えられる。しかし、この技術は、本来、識別データなどを入出力する通信機能
に依存しているものであり、通信機能を持たないバッテリステーションや電動自転車など
におけるバッテリ交換や充電に際して、その使用可能時間などバッテリ情報の入出力処理
に労力がかかるとともに迅速な課金処理が困難であるという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、前記従来の問題点を解決するためになされたものであり、電動自転車などの
電動装置におけるバッテリ交換に伴うデータ処理や課金処理を容易にして、バッテリによ
り駆動される電動自転車やハイブリッド車、携帯電話、音楽プレイヤなどを含む電動装置
の利用、普及に寄与することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明の電動装置のバッテリ交換システムは、
電動装置に着脱可能に搭載されその駆動源となるバッテリを予め充電されたバッテリに交
換するバッテリステーションを備えた電動装置のバッテリ交換システムであって、
前記バッテリにそれぞれ取り付けられその充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、
残存電気量などの履歴データが書き込まれるＩＣチップと、
前記バッテリステーションに設けられバッテリから取得された履歴データをＩＣチップに
読み書きするデータ読書装置と、
前記データ読書装置を介して前記電動装置から取り外されたバッテリと交換されるバッテ
リとのそれぞれの履歴データに基づいて双方の価値指数差を判定する価値判定装置と、
前記価値指数差に基づいてバッテリ交換に伴う精算処理や受け払い処理を行なう受払処理
装置と、を有し、
前記価値指数差は、
新品バッテリの価値指数を１００％として設定して、これから減価償却した残りの価値を
以下の項目別に価値指数として数値化したものであることを特徴とする。
（１）バッテリ充電可能回数（最初を１００として、残り回数を％表示）
（２）使用年月日数（最初を１００として、残り日数を％表示）
（３）残存電気量（完全充電を１００として、残りを％表示）
（４）バッテリ履歴：バッテリの経時劣化があるため、製造年月日から使用可能期限まで
の期間を１００％として、残り日数を％表示）
（５）充電料金：バッテリＢ（交換されるバッテリ）の充電に要する料金
（６）バッテリの廃棄処分料金：予め新品バッテリの段階で廃棄処分費用または買取金を
盛り込んだもの。
【０００８】
（２）本発明の電動装置のバッテリ交換システムは、前記（１）の電動装置のバッテリ交
換システムにおいて、前記電動装置が電動自転車であって、前記バッテリステーション又
は前記バッテリには電動自転車から取り外されたバッテリの端子部に装着されてその残存
電気量などの履歴データを取得するデータ取得装置を設けることもできる。
【０００９】
（３）本発明の電動装置のバッテリ交換システムは、前記（１）又は（２）の電動装置の
バッテリ交換システムにおいて、前記受払処理装置が、電動装置から取り外されたバッテ
リＡが装入される使用済電池ボックスと、充電済のバッテリＢが収納される交換用電池ボ
ックスとを備え、前記交換用電池ボックスには内蔵するバッテリＢの取り出しを禁止する
ロック機構を有し、前記価値判定装置により判定された各電池ボックスに収納されたバッ
テリＡとＢとの価値指数差に対応した手数料などを含む代金の納入によりバッテリＢのロ
ック状態を解除するように構成されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電動装置から取り外されたバッテリと交換されるバッテリとのそれぞ
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れのＩＣチップに保持された履歴データに基づいて双方の価値指数差を判定して、この価
値指数差に基づいて受け払い処理を行なうので、電動装置に対するバッテリ交換に伴うデ
ータ処理や課金処理を容易にすることができる。こうして、バッテリにより駆動される電
動自転車やハイブリッド車、携帯電話、音楽プレイヤなどを含む電動装置の利用、普及に
貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１に係る電動装置のバッテリ交換システムの概略説明図である。
【図２】同交換システムのバッテリステーションの拡大斜視図である。
【図３】同交換システムにおける制御系のブロック構成図である。
【図４】実施例２に係る電動装置のバッテリ交換システムの概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本実施形態に係る電動装置のバッテリ交換システムは、電動自転車やハイブリッド車、
携帯電話機などの電動装置に着脱可能に搭載され、消耗したバッテリを予め充電されたバ
ッテリに交換するバッテリステーションを備えた電動装置のバッテリ交換システムであっ
て、バッテリにそれぞれ取り付けられその充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、
残存電気量などの履歴データが書き込まれるＩＣチップと、バッテリステーションに設け
られバッテリから取得された履歴データをＩＣチップに読み書きするデータ読書装置と、
データ読書装置を介して電動装置から取り外されたバッテリと交換されるバッテリとのそ
れぞれの履歴データに基づいて双方の価値指数差を判定する価値判定装置と、価値指数差
に基づいてバッテリ交換に伴う精算処理や受け払い処理を行なう受払処理装置と、を有す
る。
　これによって、電動自転車などの電動装置に対するバッテリ交換に伴う交換される双方
のバッテリ価値指数に応じたデータ処理や課金処理を容易にすることができる。
【００１３】
　電動装置は、電力を補助動力源または主動力源として駆動する自転車や自動車、携帯電
話などであって、着脱して交換可能なバッテリユニットなどを備えている。電動自転車の
場合においては、ペダル、前後輪、チェーン等の一般的な自転車の構成に加え、使用者が
ペダルを踏み込むときの踏力を測定するトルクセンサや、補助駆動力を発生させるモータ
、モータ出力を制御する制御部、モータ等に電力を供給する二次電池となるバッテリ等を
備えている。
　このような電動自転車では、使用者の踏力をトルクセンサで検出し、この踏力に応じた
補助駆動力をモータで発生させるようにモータの制御が行なわれている。
【００１４】
　充電により繰り返し使用が可能なバッテリは、バッテリユニットなどを介して電動自転
車などの電動装置のバッテリ装着部に着脱可能に搭載される。バッテリからモータに供給
される電力とモータから出力される動力とは、モータの最大定格値の範囲内で実質的に比
例し、バッテリの充電により一定のバッテリ電圧が維持される。そして、そのバッテリの
充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、残存電気量、バッテリの履歴、廃棄処分料
金、これらの一部あるいは複数を、数値化したデータが、バッテリ毎に付設されたＩＣチ
ップやＩＣタグなどの電子メモリに記録され、このデータに基づいてバッテリが管理され
るようになっている。
【００１５】
　ＩＣチップは、近距離の無線通信によって情報をやりとりする電子メモリの機能を有し
た小型デバイスであり、データ読書装置となるＩＣタグリーダから発射される電波によっ
て微量な電力が回路内に発生し、その電力で情報を処理し、リーダに送信する。
　ＩＣチップ（ＩＣタグ）には複数の電子素子が乗った回路基板で構成されたものや、ワ
ンチップＩＣ（集積回路）タイプのものがある。
　なお、電池パックなどに実装して使用する電池残量をリアルタイムに計測可能とする電
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池残量管理ＩＣをこのようなＩＣチップに付設することもできる。このような電池残量管
理ＩＣには、バッテリの内部インピーダンスを算出するためのアルゴリズムが実現されて
おり、電池の劣化や温度、充放電のパターンなどによって変動する内部インピーダンスを
その電池電圧を基にしてリアルタイムに計測して記憶することが可能である。
【００１６】
　データ読書装置はバッテリステーションに設けられてＩＣタグリーダとしての機能を備
え、ＩＣチップに記憶されたバッテリの充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、残
存電気量などのデータを読み書きするための装置である。なおＩＣチップには、バッテリ
交換や充電に伴って発生する充電料金、廃棄処分料金、手数料などのデータも保持されて
おり、これらの管理用データの処理もデータ読書装置を介して行なうことができる。デー
タ読書装置は、ＲＦＩＤタグなどの電子メモリに記憶されたバッテリの個別情報を、無線
通信によってデータ呼び出し、登録、削除、更新などの読み書きを行なうための自動認識
システムの構成要素である。ＩＣチップにデータ読書装置の読み取り部をかざすことによ
って、バッテリ情報（製造年月、検査データなど）がその液晶パネルなどの表示機器に表
示され、さらに新しい情報を書き込むことで、バッテリの流通情報などを一元管理するこ
ともできるようになっている。
【００１７】
　価値判定装置は、バッテリ価値指数の判定プログラムがロードされたパソコンなどのコ
ンピュータにその機能が担われた装置であって、データ読書装置とともにバッテリステー
ションに設けられる。この価値判定装置は、データ読書装置を介して電動装置から取り外
されたバッテリと交換されるバッテリとのそれぞれの履歴データに基づいて双方の価値指
数差を判定する機能を有している。
【００１８】
　受払処理装置は、前記価値判定装置により取得された価値指数差に基づいてバッテリ交
換に伴う精算処理や受け払い処理を行なうための装置である。このような受払処理装置は
例えば、電動装置から取り外されたバッテリや充電済のバッテリを収納するためのバッテ
リ収納部、バッテリ価値指数を表示するための価値指数表示部、バッテリ交換に伴う代金
を収納精算するための代金挿入口などを備えた精算部、などの他に、前記価値判定装置を
含めて各部を制御するためのコンピュータ制御部を備えて構成されている。
【００１９】
　また、本実施形態の電動装置のバッテリ交換システムは、前記電動装置が電動自転車で
あって、前記バッテリステーション又は前記バッテリには電動自転車から取り外されたバ
ッテリの端子部に装着されてその残存電気量などの履歴データを取得するデータ取得装置
を設けることもできる。これによって、電池劣化状態や温度、充放電のパターンなどによ
って変動するバッテリの内部インピーダンスなどのデータをリアルタイムに計測記憶して
、バッテリ管理を直接的かつ効率的に行なうことができる。
【００２０】
　データ取得装置は前記バッテリステーションに配置されたセンサ類などであり、電動装
置から取り外されたバッテリや交換されるバッテリの端子部や、キーボードなどの外部入
力装置に接続される。これによって、バッテリの残存電気量などの履歴データが、受払処
理装置のコンピュータ制御部に送信されて、バッテリ交換に伴う精算処理を効率的に行な
うことを可能にしている。
【００２１】
　本実施形態の電動装置のバッテリ交換システムは、前記受払処理装置が電動装置から取
り外されたバッテリＡが装入される使用済電池ボックスと、充電済のバッテリＢが収納さ
れる交換用電池ボックスとを備え、前記交換用電池ボックスには内蔵するバッテリＢの取
り出しを禁止するロック機構を有し、前記価値判定装置により判定された各電池ボックス
に収納されたバッテリＡ、Ｂとの価値指数差に対応した手数料などを含む代金の納入によ
りバッテリＢのロック状態を解除することができる。これによって、バッテリ交換に伴う
費用や、これらの一部あるいは複数を数値化し、バッテリに電子メモリとして記録を持た
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せた交換しようとするバッテリの数値を読み取り、そのバッテリの数値差を対価として表
し、その対価を支払い、あるいは受領することで、バッテリの対価を精算させ、バッテリ
交換の要求を満たすことができる。
【００２２】
　使用済電池ボックス及び交換用電池ボックスには、挿入されたバッテリのＩＣチップか
らその情報を読み取るためのデータ読書装置や、バッテリに接続されてその残存電気量、
充電料金、廃棄処分料金、手数料などのデータを取得するためのデータ取得装置、バッテ
リ充電装置、バッテリのロック機構が配置される。なお、使用済電池ボックス及び交換用
電池ボックスはそれぞれの機能を共用した同一構成のものとして、複数のものをバッテリ
ステーションに配置することもできる。
【００２３】
（実施例１）
　以下、本発明の電動装置のバッテリ交換システムの実施例について図面を参照して説明
する。図１は実施例１に係る電動装置のバッテリ交換システムの概略説明図であり、図２
は実施例１のバッテリ交換システムにおけるバッテリステーションの拡大斜視図である。
　実施例１の電動装置のバッテリ交換システム１０は、図示するように複数の電動自転車
１１が係止される係止ポイント１２と、電動自転車１１に着脱可能に搭載され消耗したバ
ッテリ１３を予め充電されたバッテリに交換するための複数のバッテリ収納部１４などを
備えたバッテリステーション１５により構成されている。なお、バッテリが着脱されるバ
ッテリ収納部１４は、適用される電動自転車の車種やメーカなどに応じて複数種類のもの
が配置されており、利用者が適宜選択して利用できるようになっている。
【００２４】
　係止ポイント１２は、電動自転車１１や通常の自転車に応じて複数のものが配置されて
おり、自転車を必要に応じて施錠して係止するための施錠機構１２ａや、バッテリ１３の
使用状態を判定するデータ取得装置などが設けられている。こうして使用者は、この電動
自転車１１に搭載されたバッテリ１３の電源状態などに応じて、消耗したバッテリ１３の
電動自転車１１から取り外して、係止ポイント１２に隣接したバッテリステーション１５
のバッテリ収納部１４のバッテリ差し込み口に挿入する。
　バッテリ１３には電子メモリとなるＩＣチップ１３ａが取り付けられており、そのバッ
テリ１３の充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、残存電気量などの履歴データが
書き込まれており、ＩＣタグリーダなどを介して必要に応じてこれらのデータを参照でき
るようになっている。
【００２５】
　バッテリステーション１５は、図２に示すように、電動自転車１１から取り外されたバ
ッテリや充電済みのバッテリが挿入されて複数配列されるバッテリ収納部１４を備えると
ともに、バッテリ交換処理における操作方法や代金などを表示するための液晶パネルなど
のディスプレー装置１５ａや、ブザー１５ｂ、精算ボタン１５ｃ、キャンセルボタン１５
ｄ、領収書発行口１５ｅ、返金口１５ｆ、コインなどの貨幣投入口１５ｇ、充電完了ラン
プ１５ｈ、金額表示パネル１５ｉなどが配置されている。
　さらに、制御系のブロック構成図（図３）に示すように、台形スタンド状に形成された
バッテリステーション１５のバッテリ収納部１４には、ディスプレー装置１５ａや充電完
了ランプ１５ｈなどの入出力装置１６に加えて、バッテリ１３に取り付けられたＩＣチッ
プ１３ａを介して、その充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、残存電気量などの
履歴データを取得するためのＩＣタグリーダライタなどのデータ読書装置１７と、バッテ
リ収納部１４にセットされたバッテリ１３を充電するためのバッテリ充電装置１８と、バ
ッテリステーション１５におけるバッテリ充電や交換処理などを制御するための制御装置
１９とを備えている。
　なお、コンピュータやシーケンサなどからなる制御装置１９は、電動自転車１１から取
り外されたバッテリと交換されるバッテリとからデータ取得装置などを介して取得された
それぞれの履歴データに基づいて双方の価値指数差を判定する価値判定装置と、価値指数
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差に基づいてバッテリ交換に伴う精算処理やバッテリの受け払い処理を行なうための受払
処理装置としての機能を有している。
【００２６】
　バッテリの受払処理においては、電動自転車１１から取り外されたバッテリＡをバッテ
リ収納部１４に挿入することによって、バッテリＡと交換対象となる充電済のバッテリＢ
の価値指数、充電料、手数料の差額を受領あるいは支払することによりバッテリＢを受け
取ることができる。
　このような新品バッテリの価値指数を１００％として設定して、これから例えば減価償
却した残りの価値を以下のような項目別に価値指数として数値化する。
（１）バッテリ充電可能回数（最初を１００として、残り回数を％表示）
（２）使用年月日数（最初を１００として、残り日数を％表示）
（３）残存電気量（完全充電を１００として、残りを％表示）
（４）バッテリ履歴：バッテリの経時劣化があるため、製造年月日から使用可能期限まで
の期間を１００％として、残り日数を％表示）
（５）充電料金：バッテリＢの充電に要する料金
（６）バッテリの廃棄処分料金：予め新品バッテリの段階で廃棄処分費用または買取金を
盛り込んだもの。
【００２７】
　こうして、バッテリＡがバッテリ充電装置１８に接続されると、データ取得装置を介し
てそのバッテリのＩＣチップ１３ａに記録された情報データが制御装置１９に読み込まれ
、精算処理がなされる。バッテリステーション１５では、大型のカセットテープ差込口と
同じような形状の空いている差込口にバッテリＡを入れることで、バッテリＡの充電前の
価値指数がディスプレー装置１５ａに表示される。そして利用者は他の差込口に差し込ま
れているバッテリＢの中からその表示されている価値指数を参照して好みのものを選択す
る。こうして、バッテリＢが収納されているバッテリ収納部１４の金額表示パネル１５ｉ
には充電後の料金表示がされ、精算ボタン１５ｃの操作によってバッテリＡとＢとの交換
に伴う精算処理が実行される。最後にバッテリステーション１５の前面に設けられたロッ
クボタン１５ｊを操作することによりバッテリＢをそのバッテリ収納部１４から取り外す
ことができる。
【００２８】
　以上説明したように、実施例１の電動装置のバッテリ交換システム１０は、バッテリを
充電したい場合、その使用者は充電時間を待つことなく、既充電のバッテリと交換するこ
とでバッテリを充電することができる。
　さらに、バッテリの充電可能回数、使用年月日数、使用可能期限、残存電気量、バッテ
リの履歴、充電料金、バッテリの廃棄処分料金、などこれらの一部あるいは複数をバッテ
リ価値指数として、価値判定装置として機能する制御装置により数値化することができる
。こうして、バッテリに電子メモリとして記録を持たせた交換しようとする互いのバッテ
リの価値指数を読み取り、お互いのバッテリの価値指数差を対価として表し、その対価を
支払い、あるいは受領することで、かかるバッテリの対価を精算させ、バッテリ充電の要
求を満たすことを可能にするものである。
　したがって、電動自転車などの電動装置に対するバッテリ交換に伴うデータ処理や課金
処理を容易にして、バッテリにより駆動される電動自転車やハイブリッド車、携帯電話、
音楽プレイヤなどを含む電動装置におけるバッテリの使い回しを有効化するとともにその
利用、普及に資することができる。
【００２９】
（実施例２）
　図４は、実施例２に係る電動装置のバッテリ交換システムの概略説明図である。
　実施例２の電動装置のバッテリ交換システム２０は、電動アシスト自転車２１などがフ
ック係止機構２２などを介して係止される自転車係止スタンド２３と、電動アシスト自転
車２１から取り外されたバッテリを収納するための使用済電池ボックス２５と、予め充電
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されたバッテリ２６を保持する交換用電池ボックス２７とを備えている。
　そして、交換用電池ボックス２７には、内蔵されたバッテリの取り出しを禁止する開閉
扉などのロック機構を有するとともに、各ボックスに内蔵されたそれぞれのバッテリ２４
、２６に付設されたＩＣチップ２８からデータ取得装置を介してそれぞれの情報データが
読み出される。こうして、各電池ボックスに収納されたバッテリ２４、２６の価値指数差
に対応した手数料などを含む所定の代金が表示部に表示されて、貨幣投入口に貨幣が投入
されると、自転車係止スタンド２３の図示しない実施例１と同様の制御装置によりこの料
金が判定されて、充電済みとなっているバッテリ２６のロック状態が解除され、これによ
って交換対象となるバッテリ２６の取り出しが可能となるようになっている。
【００３０】
　なお、バッテリの充電処理は、自転車係止スタンド２３に内蔵された図示しない充電器
もしくはこれとは別体に設けられた充電スタンドにおいてなされる。また、利用者により
充電済みバッテリがその電池ボックスから取り出されると、使用済電池ボックスと交換用
電池ボックスの機能が逆転して他方の使用済みバッテリの充電操作が開始されるようにし
てもよい。これによって、使用済みバッテリの充電に伴う負荷を軽減して、電動装置のバ
ッテリ交換システムの効率的な運営が可能になる。
【００３１】
　以上説明したように、本発明の電動装置のバッテリ交換システムは、バッテリの履歴デ
ータをＩＣチップに記録してこのデータに基づいてバッテリ交換に伴う精算処理や受け払
い処理を効率的に行なうようにしたことを要旨とするものであり、これに該当するものは
本発明の権利範囲に属する。例えば、本発明のバッテリ交換システムは、電動自転車のみ
ならずハイブリッド自動車、携帯電話機、音楽プレイヤなどを含む電動装置に対して広く
適用することが可能である。
【符号の説明】
【００３２】
　１０　　実施例１の電動装置のバッテリ交換システム
　１１　　電動自転車
　１２　　係止ポイント
　１２ａ　　施錠機構
　１３　　バッテリ
　１３ａ　　ＩＣチップ
　１４　　バッテリ収納部
　１５　　バッテリステーション
　１５ａ　　ディスプレー装置
　１５ｂ　　ブザー
　１５ｃ　　精算ボタン
　１５ｄ　　キャンセルボタン
　１５ｅ　　領収書発行口
　１５ｆ　　返金口
　１５ｇ　　貨幣投入口
　１５ｈ　　充電完了ランプ
　１５ｉ　　金額表示パネル
　１５ｊ　　ロックボタン
　１６　　入出力装置
　１７　　データ読書装置
　１８　　バッテリ充電装置
　１９　　制御装置
　２０　　実施例２の電動装置のバッテリ交換システム
　２１　　電動アシスト自転車
　２２　　フック係止機構
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　２３　　自転車係止スタンド
　２４　　バッテリ
　２５　　使用済電池ボックス
　２６　　バッテリ
　２７　　交換用電池ボックス
　２８　　ＩＣチップ
　２９　　データ取得装置
　３０　　表示部
　３１　　貨幣投入口
　３２　　制御装置

【図３】
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